
都市計画変更
(用途地域、地区計画)案について

桑名市役所都市整備部都市整備課

本物力こそ桑名力

対象区域：
多度町小山土地区画整理事業内及び多度町多度２丁目地内
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対象区域における都市計画の現状

多度町小山土地区画
整理事業

地区計画
(小山・多度地区計画)

西側地区
(未施工)

東側地区
(施工済)

多度町多度
２丁目
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多度町小山土地区画整理事業の課題と方針

２

多度町小山土地区画整理事業について
現状

平成12年 設立認可
平成14年 仮換地指定
平成19年 東側地区約30haが完成し、約500戸の住宅地が供給された。

問題
土地区画整理組合は外的経済の影響を受けやすい収支構造を持って

おり、全国的に見ても運営が困難である事業が多く、多度町小山土地
区画整理事業においてもそれに該当し、当初計画の住環境整備を進め
るには困難な状況にある。

課題
早期整備の実施を目指しつつ、少子高齢化における人口問題により

今後も住宅需要の減衰が想定されるなか、持続可能な市街地の整備を
図ることが課題となった。

方針
西側地区を住宅系から工業系への土地利用に転換する方針とした。



多度地域における市道坂井多度線の機能

３
桑名市総合計画後期基本計画（2020-2024）令和２年３月より加筆

市道坂井多度線の機能
・小山地区を東西に分断化し、住工の適正
な配置が可能
・小山地区の西側地区(工業系用途)と多度
南部地域(産業誘導ゾーン)を結ぶ連携軸の
形成

市道坂井多度線

小山地区（案）
東側地区：居住ゾーン
西側地区：工業系用途

多度南部地域
(産業誘導ゾーン)

分断

連携軸



小山地区における西側地区の土地利用方針

４

・小山地区における西側地区の土地利用の転換理由について、市道坂井多
度線の機能性と『桑名市総合計画』との整合性から以下の表に整理した。

桑名市の方針：
小山地区における西側地区の土地利用を工業系用途に転換する。

市道坂井多度線の機能 『桑名市総合計画』との整合性

土地利用の
転換理由１

小山地区を東西に分断し、住工の適正
な配置が可能となる。
・東側地区は快適に暮らすことができ
る居住ゾーンの形成を図る
・西側地区は産業の誘致及び支援を進
めることが可能

少子高齢化と人口減少に伴って発生が
見込まれる居住地の空洞化及び過疎化
への対策を進めることが可能である。

土地利用の
転換理由２

西側地区と「産業誘導ゾーン」として
位置づけられている多度地域の南部を
結ぶ連携軸が形成される。

地理的優位性を活かした企業誘致の観
点からのまちづくりの方向性も一致



西側地区を工業系用途とした場合の
懸念事項と都市計画による対応方針

５

懸念事項：西側地区を工業系用途とした場合の騒音、振動等の環境悪化
対応方針：危険性や環境悪化をもたらす恐れの少ない工業の利便を図る

地域として、用途地域を「準工業地域」とする。

懸念事項：西側地区における住宅系と工業系の立地の混同
対応方針：西側地区の用途地域を準工業地域にした場合、工業系用途の

敷地に住居系の立地も可能となることから地区計画で住居系
の建築物の用途を制限する。

懸念事項：既存住宅と西側地区との隣接する空間
対応方針：地区計画により、隣接する既存住宅との間に緩衝帯となる

地区施設（緑地）を設け、良好な住環境との調和を図る。
壁面の位置の制限は敷地境界線より３m以上後退させる。

懸念事項：『桑名市都市計画マスタープラン』との整合性
対応方針：令和3年8月に小山地区を計画的整備市街地と生産・物流地域

が適切に配置された土地利用を計画する必要があるとした。



対象区域における都市計画の変更（案）

６

対象区域：西側地区
１.用途地域の変更

変更前用途：第一種低層住居専用地域(建蔽率60％ 容積率100％)
第二種低層住居専用地域(建蔽率60％ 容積率100％)

変更後用途：準工業地域(建蔽率60％ 容積率200％)
２.地区計画の追加

目標：工業系への土地利用転換を図るとともに環境悪化のおそれが
少ない企業立地を目指す。

地区整備計画内容
・地区施設：道路(14m:約1,160m) 、緑地(１号緑地:約14,600㎡)
・建築物等の用途の制限
・壁面の位置の制限
・建築物・工作物の形態又は意匠

対象区域：東側地区、多度町多度２丁目
３.地区計画の変更

目標：適正に形成された住環境の保全を図るため。
地区整備計画内容
・地区施設：道路（14m:約870m、12m:約230m、8m:約690m ）

※地区整備計画内容の詳細は都市計画の変更(案)をご覧ください。



都市計画の変更（案）

７

用途地域の変更 計画図

準工業地域
建蔽率60% 容積率200%



都市計画の変更（案）

８

西側地区における地区計画の追加 計画図

W=14.0m 1号緑地

幅 員 延 長 備 考

道 路 14.0ｍ 約 1,160m

名 称 面 積 備 考

緑 地 １号緑地 約 14,600㎡

建築物等の用途の制限

建築物・工作物の
形態又は意匠

　周囲の景観と調和したものとする。
①　建築物等の形状、色彩について十分配慮し、周囲の景観と調和したものとする。
②　屋外広告物、広告塔は形状、色彩について十分配慮し、周囲の景観と調和したものとし、
　突出した色彩や隣接する建築物等と不調和な色彩は避けること。
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　次に掲げる建築物は建築してはならない。
① 建築基準法別表第二（わ）項の工業専用地域内に建築してはならない建築物
② 建築基準法別表第二（ぬ）項三号及び四号に掲げるもの
③ 保育所その他これに類するもの（立地施設に附帯する福利厚生目的のものを除く）
④ 診療所（立地施設に附帯する福利厚生目的のものを除く）
⑤ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡を超えるもの
⑥ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑦ 自動車教習所
⑧ 畜舎
⑨ 公衆浴場
⑩ カラオケボックスその他これらに類するもの

壁面の位置の制限 　外壁面もしくはこれにかわる柱面を敷地境界線より３ｍ以上後退させること。
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都市計画の変更（案）

９

高度利用地区

名 称 幅 員 延 長

道 路 14.0ｍ 約 870m

12.0ｍ 約 230m

8.0ｍ 約 690m

道路は次のように定める。地区施設の配置及び規模
地
区
整
備
計
画

W=14.0m

W=12.0m

W=8.0m

W=14.0m

東側地区、多度町多度２丁目における
地区計画の変更 計画図


